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１ まちづくり協議会活動助成金とは 

 ⑴ 助成金の目的 

「香美町まちづくり協議会活動助成金交付要綱」に基づき、主体的に地域活

性化や地域の課題解決に取り組むまちづくり協議会（新しい地域コミュニティ）

に対して、本助成金を交付します。 

  この交付金は、まちづくり協議会が行う地域づくり活動を財政的に支援する

ことで、持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。 

 

⑵ 助成金交付対象団体 

  助成金の交付対象となる団体は、別に定める要綱の規定により、町長の認定

を受けたまちづくり協議会です。 

 ■まちづくり協議会とは 

  次のいずれにも該当する団体 

  ① おおむね小学校区を単位とし、その区域に居住又は活動する住民その

他団体で構成された１つの組織であること 

  ② 協働による取り組みを通じて地域課題の解決を目指す公益的組織であ

ること 

   ③ 事務所機能を有した活動拠点を持ち、目的、名称、事務所の所在地、

代表者、会議等を明記した規約を定めていること 

   ④ 町長が適当と認める地域づくりの推進に関する業務及びまちづくり協

議会の事務全般を遂行する事務局長を選任していること 

 

 ⑶ 助成金の特徴 

本助成金は、まちづくり協議会が地域づくり計画に掲げる事業を実施するた

めの財源として交付することとしているため、使途を指定していたこれまでの

補助金とは異なり、地域自らが助成金の使途を考え、決定していくものとなり

ます。 

これによって、地域における事業の整理や柔軟な経費の配分による効果的な

事業展開が可能となります。
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 ⑷ 助成金交付対象事業 

  助成金の対象となる事業は、まちづくり協議会が実施する事業で、次に掲げ

るいずれかに該当するものです。 

 ① まちづくり協議会の運営 

 ② 地域づくり計画に掲げる地域の将来像の実現に向けて取り組む事業 

 ③ 地域の課題を解決するために取り組む地域活性化事業 

 ④ 地域の特徴や地域資源を活かした地域活性化事業 

 ⑤ 地域内に所在する行政区と共同で実施する地域活性化事業 

 ■助成金交付対象事業（例） 

  ① まちづくり協議会の運営事業 

   ア 協議会の事務処理に要する費用 

   イ 協議会の会議開催に要する費用 など 

  ② 地域福祉、子育て支援、防犯・防災などの地域課題解決事業 

   ア 子どもの見守り活動に要する費用 

   イ 防災訓練の実施に要する費用 

   ウ 健康教室の開催に要する費用 など 

  ③ 地域活性化の担い手を育成する事業 

   ア 地域リーダー、防災リーダーの育成に要する費用 

   イ 若者、子どもが協議会の活動に参画するきっかけづくりに要する 

費用 など 

  ④ 高齢者の知識や経験を次の世代に伝える事業 

   ア 老人会と子ども会の交流に要する費用 

   イ 地域の歴史や文化などを次世代へ繋ぐ取り組みに要する費用 

  ⑤ 地域の情報発信に関する事業 

   ア ホームページの開設及び更新、広報誌の発行経費 など 

  ⑥ 地域交流活動事業 

   ア 地域内交流に要する費用（伝統文化行事、花いっぱい運動）など 

  ⑦ 地域資源の活用に関する事業 

   ア 地産地消活動に要する費用 

   イ 空き家の利活用に要する費用 

   ウ 移住者との交流会に要する費用 など 
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 ⑸ 助成対象経費 

  助成対象経費は、地域づくり計画に掲げる将来像の実現に向けて取り組む事

業に要する経費のほか、当該事業の実施に際して必要となるまちづくり協議会

の事務に要する経費です。 

  ただし、次に掲げる経費は対象外となります。 

  ① 事業の実施に直接関連しない飲食費、賄材料費 

  ② 事業の実施に直接関連しない備品購入費 

  ③ 専ら営利目的で行う事業に要する経費 

  ④ 交際費、慶弔費など、地域の活性化に結びつかない経費 

  ■助成対象経費 

  助成対象となる具体的な経費は次のとおりです。 

経費区分 備  考 

賃金 

協議会の事務に携わる（事務局長の事務補助を行う）臨

時職員（コミュニティ支援員）に対する賃金 

※まちづくり協議会が選任する事務局長の人件費は、

別に定める規定により町が負担） 

報償費 
役務の提供に対する謝礼 

・外部講師やファシリテーターへの謝礼 など 

旅費 

事業のための旅行などに要する経費 

・視察研修に要する旅費 

・外部講師、ファシリテーターの旅費 など 

食糧費 ・外部講師の弁当代、飲料代 

・協議会の事務事業に要する経費 など 賄材料費 

需用費 事務の執行上必要とされる物品取得などに要する経費 

 消耗品費 ・事務用品、用紙代、啓発用配布物 など 

 燃料費 
・草刈機、発電機等の燃料費 

・事業のために借り上げた車のガソリン代 など 

 印刷製本費 ・チラシ、ポスター、プログラム、写真印刷代 など 

 修繕料 ・購入した備品などの修繕料 など 

役務費 提供を受けた役務に対して支払う経費 

 郵便料 ・切手、はがき代 など 
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 保険料 ・傷害保険料、スポーツ保険料 など 

 手数料 ・振込手数料、クリーニング代 など 

委託料 

外部の者と契約を結んで実施する各種事業や調査など

に要する経費（特殊な業務を委託する場合に限る） 

・会場設営委託料 など 

使用料及び賃借料 
他の者が所有する財産の使用に要する経費 

・会場借上料、備品借上料 など 

原材料費 
工事用原材料などの購入に要する経費 

・真砂土、砂利、板材等の購入費 など 

備品購入費 
比較的長期間使用できる備品の購入に要する経費 

・パソコン、プリンター購入費 など 

  ■助成対象外経費 

  助成対象とならない具体的な経費は次のとおりです。 

経費区分 備  考 

飲食費 親睦会等にかかる弁当代、飲酒・外食費 など 

事業に関係のない

支出 

事業の実施に直接関係のない備品購入費 

慶弔費（神社、寺社等含む） 

慰労的な意味合いを含む視察研修費 など 

財産購入費 土地、家屋等不動産購入費 など 

その他 
貸付、補償、賠償、出資費用 

営利目的で行う事業に要する費用 など 

 

⑹ 助成金の交付回数、交付時期及び交付額 

 助成金は、前期及び後期の年 2回に分けて交付することとし、交付する額及

び時期は次に掲げるとおりです。 

交付回数 前期及び後期の 2回に分けて交付 

交付時期 
前期 交付決定日以降 9月末まで 

後期 10月 1日以降 

交 付 額 
前期 交付決定額の 7割以内の額 

後期 交付決定額から既に交付した助成金の額を減じた額 
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 ⑺ 助成金の算定 

  助成金の額は、次の①～③の合計額とし、各区分に千円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てて算定します。 

項  目 内  容 

① 事務局運営額 まちづくり協議会事務局の運営経費 

 

ア 基本額 1まちづくり協議会当たり 30万円 

イ 人件費加算額 

1まちづくり協議会当たり 50万円 

ただし、事務局長の事務補助を行う臨時職員（コ

ミュニティ支援員）を雇用する場合にのみ加算。 

② 条件割 
地域課題の解決や情報発信、地域活性化事業等の

事業経費 

 

ア 人口割額 

前年の 10 月 1 日現在の住民基本台帳に登載され

たまちづくり協議会を構成する区域内の人口に、

400円を乗じて得た額 

イ 世帯割額 

前年の 10 月 1 日現在の住民基本台帳によるまち

づくり協議会を構成する区域内の世帯数に、1,000

円を乗じて得た額 

ウ 高齢化加算額 

前年の 10 月 1 日現在のまちづくり協議会を構成

する区域の高齢化率の数値に、1％当たり 5,000円

を乗じて得た額 

③ 事業費加（減）算額 

事務局経費及び条件割の合計額とまちづくり協議

会から提出される事業計画に記載された事業費の

合計額を比較し、差額を加（減）算 

 

 ⑻ 助成金の算定例 

① 地区の概要 

項 目 備 考 

人 口 1,365人 

基準日：R1.10.1 
 うち 65歳以上 635人 

世 帯 数 550世帯 

高 齢 化 率 46.5％ 
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 ② 助成金の算定                     （単位：千円） 

項 目 金 額 備 考 

事務局運営額 300  

 
基 本 額 300  

人件費加算 －  

条 件 割 1,328  

 

人 口 加 算 546 @400円/人×1,365 人 

世 帯 加 算 550 @1,000円/世帯×635人 

高齢化加算 232 @5,000円/％（高齢化率）×46.5％ 

事業費加算 －  

合 計 1,628  
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２ 交付申請等の手続き 

 助成金の交付を受けようとする場合は、まちづくり協議会活動助成金交付申請

書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて申請を行う必要があります。 

 ■交付申請に必要な書類 

  ① まちづくり協議会概要書（様式第５号） 

  ② まちづくり協議会活動助成金事業計画書（様式第６号） 

  ③ 収支予算書（様式第７号） 

  ④ 地域づくり計画（任意様式） 

 

まちづくり協議会活動助成金交付事務の流れ 

時 期 実施者 事務の内容 様 式 備 考 

3月下旬 町 ① 申請案内通知 － 予算議決後 

4月上旬 協議会 ② 助成金交付申請 

様式第 4号 

様式第 5号 

様式第 6号 

様式第 7号 

地域づくり計

画を添付 

4月中旬 町 ③ 助成金交付決定通知 様式第 8号  

4月中旬 協議会 ④ 助成金交付請求 様式第 11号 前期分請求 

4月下旬 町 ⑤ 助成金交付 － 前期分交付 

9月下旬 協議会 ⑥ 助成金交付請求 様式第 11号 後期分請求 

10月中旬 町 ⑦ 助成金交付 － 後期分交付 

変更の必要

な時期 
協議会 ⑧ 助成金変更交付申請 様式第 9号  

変更交付決

定の必要な

時期 

町 ⑨ 助成金変更交付決定通知 様式第 10号  

3月末まで 協議会 ⑩ 助成金の精算 －  

4月末まで 協議会 ⑪ 実績報告書の提出 

様式第 18号 

様式第 19号 

様式第 20号 

総会資料、広

報誌、活動写

真等を添付 
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まちづくり協議会活動助成金交付事務のイメージ 
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３ 助成金の運用 

 ⑴ 基金積立 

  後年度に実施を計画している事業の財源を計画的に確保するため、助成金の

一部を基金として積み立てることができます。 

  ① 基金積立額 

   基金として積み立てることができる額は、当該年度の当初に通知した交付

決定額の３割以内の額となります。 

  ② 基金積立期間 

   基金として積み立てることができる期間は、積み立てを始める年度を含め

３年間を限度とし、４年後には基金を取り崩して所期の目的の事業に充当す

ることとします。 

  ③ 基金積立事業 

   基金として積み立てることができる事業は、次のいずれかに該当する事業

となります。 

   ア 地域づくり計画に基づく事業 

   イ 事業費が高額で単年度で実施することができない事業 

 

 ⑵ 基金積立の流れ 

   助成金を積み立てようとする場合は、助成金の交付申請とは別に、まちづ

くり協議会活動助成金基金積立承認申請書（様式第１２号）とまちづくり協

議会活動助成金基金積立計画書（様式第１３号）を提出する必要があります。 

   なお、助成金を積み立てる場合は、助成金交付申請の際に提出する事業計

画書（様式第６号）及び収支予算書（様式第７号）にその内容を記載し、積

み立てをする期間中、毎年度申請を行う必要があります。 

 

 ⑶ 基金積立にあたっての留意事項 

  ① 基金積立制度は、地域づくり計画に記載された事業のための財源を計画

的に確保するための仕組みです。住民ニーズと必要性、事業効果を十分検

討し、実現に向けた事業計画を作成してください。 

② 必要性、計画性の観点から、助成金交付申請時に提出する事業計画書と

収支予算書に積立金が計上されていることが原則となります。 
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 ⑷ 基金積立と事業実施のイメージ 

  助成金の積み立てと事業実施のイメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ 不用額（繰越金）の取り扱い 

  当該年度の決算において交付を受けた助成金に不用額が生じた場合は、交付

決定年度の翌年度に繰り越すことができます。 

  ただし、不用額を翌年度に繰り越した場合は、繰り越した助成金と同額を交

付決定年度の翌年度の助成額から減額して交付することとなります。 

 

 ⑹ 交付決定の取り消しと交付金の返還 

まちづくり協議会が、次に掲げる項目のいずれかに該当する場合は、助成金

の交付を取り消し、又は、既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命

じることがあります。
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  ① 助成金をまちづくり協議会の活動以外に使用したとき 

  ② 助成金の交付決定内容及びこれに付した条件に違反したとき 

  ③ 法令等に違反したとき 

 

４ 助成金の精算と実績報告 

交付決定を受けた年度の属する会計年度が終了したときは、速やかに助成金の

精算を行い、まちづくり協議会活動助成金実績報告書（様式第１８号）に次に掲

げる書類を添えて報告を行う必要があります。 

 ■実績報告に必要な書類 

  ① まちづくり協議会活動助成金事業報告書（様式第１９号） 

  ② 収支決算書（様式第２０号） 

  ③ その他活動内容が分かる資料（総会資料、広報誌、活動写真等） 

 

５ その他の留意事項 

 ⑴ 助成金の変更申請 

  次に掲げる事項に該当する場合は、助成金の交付申請を行う必要があります。 

  ① 事業の全部もしくは一部を中止しようとする場合 

  ② 事業を新たに追加しようとする場合 

  ③ 事業費を大幅に変更しようとする場合 

 

 ⑵ 助成金の経理 

  助成金の経理については、助成金以外の経費と明確に区分し、その収支状況

を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に係る

証拠書類（領収書等）を交付決定年度の翌年度以降５年間保存する必要があり

ます。 

 

 ⑶ 助成金執行の主体性と公開性 

  助成金は、まちづくり協議会の主体的な判断に基づいて、地域の実情に応じ

て使途を決めていただくこととしていますが、その使途と明細については、広

く公開することとします。
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  また、地域のルールに基づく支出であっても、本助成金は公金であることを

念頭に置き、社会通念に照らし、厳格な判断のもと、地域内外から理解が得ら

れる執行が必要となります。 

 

 ⑷ 国、県等の補助金事業への財源充当 

  国、県等の補助を受けて行う事業であっても、助成金の目的に沿う事業であ

れば、本助成金を自主財源として充当できるものとします。 

 

 ⑸ 地域づくり計画の策定 

  まちづくり協議会は、計画的な地域づくりを進めるため、適正な助成金の執

行を行うため、地域づくり計画を策定していただくこととしています。 

 

 

■■■■ 用語解説 ■■■■ 

ページ数 用語 内容 

P.1 地域づくり計画 
まちづくり協議会が策定する地域の将来像や

その実現に向けた取り組み等を定めた計画 

P.8 基金 
ある目的のため積み立て、または準備してお

く資金 

P.9 不用額 
予算額のうち当該年度に執行する必要がなく

なった額 
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まちづくり協議会活動助成金様式集 

（記入例） 

 ⑴ 様式第４号（まちづくり協議会活動助成金交付申請書） 

 ⑵ 様式第５号（まちづくり協議会概要書） 

 ⑶ 様式第６号（まちづくり協議会活動助成金事業計画書） 

 ⑷ 様式第７号（収支予算書） 

 ⑸ 様式第９号（まちづくり協議会活動助成金変更交付申請書） 

 ⑹ 様式第１１号（まちづくり協議会活動助成金請求書） 

 ⑺ 様式第１２号（まちづくり協議会活動助成金基金積立承認申請書） 

 ⑻ 様式第１３号（まちづくり協議会活動助成金基金積立計画書） 

 ⑼ 様式第１５号（まちづくり協議会活動助成金基金積立変更承認申請書） 

 ⑽ 様式第１６号（まちづくり協議会活動助成金基金積立変更計画書） 

 ⑾ 様式第１８号（まちづくり協議会活動助成金実績報告書） 

 ⑿ 様式第１９号（まちづくり協議会活動助成金事業報告書） 

 ⒀ 様式第２０号（収支報告書） 

 



 

様式第４号（第４条関係） 

令和 2年 4 月 1日 

 

 香美町長 様 

申請者  住 所 香美町香住区香住 870-1   

団 体 名 香美町まちづくり協議会  

代表者名 会長 香美 太郎 ㊞   

 

香美町まちづくり協議会活動助成金交付申請書 

 

 香美町まちづくり協議会活動助成金の交付を受けたいので、香美町まちづくり

協議会活動助成金交付要綱第４条の規定により、下記の通り関係書類を添えて申

請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  1,500,000 円 

２ 事業期間   令和 2年 4 月 1日 から 令和 3年 3月 31日まで 

３ 添付書類 

 ⑴ まちづくり協議会概要書（様式第５号） 

 ⑵ まちづくり協議会活動助成金事業計画書（様式第６号） 

 ⑶ 収支予算書（様式第７号） 

 



 

 

様式第５号（第４条関係） 

 

まちづくり協議会概要書 

名 称 香美町まちづくり協議会 

所 在 地 香美町香住区香住 870-1 

代表者職・氏名 会長 香美 太郎 

連 絡 先 

事務局長氏名 香美 次郎 

電 話 番 号 0796-36-1962 

E - m a i l kikaku@town.mikata-kami.lg.jp 

団体の概要 

設立年月日 令和 2年 4 月 1日 

構成団体等 

香美地区区長会 香美地区商工会 

香美地区公民館 香美小学校ＰＴＡ 

香美中学校ＰＴＡ 香美地区防犯協会 

香美地区スポーツクラブ 

香美地区婦人会 香美地区愛育班 

香美地区老人会 

主な自主財源 各区負担金等 

（事業内容）該当する事業すべてに〇を付けてください。 

① 地域振興事業 2 地域福祉事業 ③ 地域防災事業 

④ ひとづくり事業 ⑤ 地域活性化事業 ⑥ 集落支援事業 

7 環境保全事業 ⑧ 子育て支援事業 ⑨ 防犯対策事業 

10 その他（                     ） 

地域の概要 
世 帯 数 1,500世帯 

人 口 4,500人 

 



 

様式第６号（第４条関係） 

 

まちづくり協議会活動助成金事業計画書 

 

１ まちづくり協議会名 香美地区まちづくり協議会 

２ 事業実施期間    令和 2年 4月 1日 から 令和 3 年 3月 31日まで 

３ 事業の概要 

・協議会運営事業 

・地域交流事業 

・防犯カメラ設置事業 

（箇条書きで分かりやすく記入してください。） 

４ 事業の実施計画 

事 業 名 実施予定時期 事 業 概 要 
予 算 額 

うち助成金充当額 

協議会運営事業 

令和 2年 4 月 

～ 

令和 3年 3 月 

協議会の運営 

300千円 

300千円 

地域交流事業 令和 2年 8 月 地域住民の交流促進 
300千円 

200千円 

防犯カメラ設置事

業 

令和 2年 6 月 

～ 

令和 3年 2 月 

防犯カメラの設置を

希望する区の公民館

への防犯カメラの設

置 

900千円 

600千円 

基金積立事業 令和 2年 3 月 
直売所開設のための

基金積立 

350千円 

350千円 

※ 枠内に収まらない場合は、任意の様式で作成してください。 

 



 

 

様式第７号（第４条関係） 

 

収支予算書 

 

１ まちづくり協議会名 香美地区まちづくり協議会 

２ 事業実施期間    令和 2年 4月 1日 から 令和 3 年 3月 31日まで 

３ 収入の部 

科 目 予 算 額 備 考 

町助成金 1,500千円  

防犯カメラ設置負

担金 
300千円 @100千円×3地区 

区負担金 500千円 10地区分 

合 計 2,300千円  

４ 支出の部 

科 目 

予 算 額 

備 考 
 

うち 

助成金充当額 

協議会運営費 300千円 300千円  

会議費 100千円 100千円  

消耗品費 100千円 100千円  

HP管理費 100千円 100千円  

地域交流事業 350千円 250千円  

 消耗品費 100千円 100千円  

 賄材料費 100千円 100千円  

 報償費 100千円 0千円 
婦人会への出役謝礼 

（区負担金を充当） 

 備品借上料 50千円 50千円 調理器具等借上料 

防犯カメラ設置工事費 900千円 600千円 @300千円×3地区 

基金積立費 350千円 350千円 直売所開設のための積立 

予備費 200千円 0千円  

合 計 2,300千円 1,500千円  

※１ 収入と支出の合計は一致します。 

※２ 枠内に収まらない場合は、任意の様式で作成してください。 

 

 



 

様式第９号（第９条関係） 

令和 2年 4 月 30日 

 

 香美町長 様 

申請者  住 所 香美町香住区香住 870-1   

団 体 名 香美町まちづくり協議会  

代表者名 会長 香美 太郎 ㊞   

 

香美町まちづくり協議会活動助成金変更交付申請書 

 

 令和元年４月１日付け、香企第 1号で交付決定のあった香美町まちづくり協議

会活動助成金の内容を下記のとおり変更したいので、香美町まちづくり協議会活

動助成金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

１ 変更交付申請額  1,300,000円 

  既交付決定額  1,500,000 円 

２ 変更の内容 

変更事項 変 更 前 変 更 後 

防犯カメラ設置事業に

おける事業内容の変更 

@300千円×3地区 

事業費：900,000円 

@300千円×2地区 

事業費：600,000円 

※ 申請時に添付した書類の内容に変更がある場合は、変更後の書類を添付して

ください。 

３ 変更の理由 

 防犯カメラの設置を 5地区で予定していたが、▲▲地区が設置を辞退したため 

 



 

 

様式第１１号（第１１条関係） 

令和 2年 4 月 6日 

 

 香美町長 様 

申請者  住 所 香美町香住区香住 870-1   

団 体 名 香美町まちづくり協議会  

代表者名 会長 香美 太郎 ㊞   

 

香美町まちづくり協議会活動助成金請求書 

 

 令和元年４月１日付け、香企第 1号で交付決定のあった香美町まちづくり協議

会活動助成金の交付を受けたいので、香美町まちづくり協議会活動助成金交付要

綱第１１条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 請求額  1,050,000 円 

交付決定額 1,500,000 円 

既 受 領 額 0円 

 

 

振込先 

金融機関名 香美銀行 

支 店 名 香美支店 

預 金 種 別 普通 

口 座 番 号 123456789 

口座名義人
ふ り が な

 
香美町
かみちょう

まちづくり協議会
きょうぎかい

 

会長
かいちょう

 香美
か み

 太郎
た ろ う

 

 



 

様式第１２号（第１５条関係） 

令和 2年 4 月 1日 

 

 香美町長 様 

申請者  住 所 香美町香住区香住 870-1   

団 体 名 香美町まちづくり協議会  

代表者名 会長 香美 太郎 ㊞   

 

香美町まちづくり協議会活動助成金基金積立承認申請書 

 

令和元年４月１日付け、香企第 1号で交付決定のあった香美町まちづくり協議会

活動助成金の一部を基金に積み立てたいので、香美町まちづくり協議会活動助成

金交付要綱第１５条第１項の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請し

ます。 

 

記 

 

１ 基金積立申請額  350,000円 

２ 基金積立申請額の助成金に占める割合 

本年度助成金額 （A） 1,500,000 円 

基金積立申請額 （B） 350,000円 

割合（30％以内） （B）/（A） 23.3％ 

３ 添付書類 

 香美町まちづくり協議会活動助成金基金積立計画書（様式第１３号） 

 

 



 

 

様式第１３号（第１５条関係） 

 

香美町まちづくり協議会活動助成金基金積立計画書 

 

１ まちづくり協議会名  香美町まちづくり協議会 

２ 基金積立計画 

事 業 名 直売所開設事業 

事業実施年度 令和 5年度 

事業予算額 1,500,000 円 

事 業 概 要 
直売所設置工事 1 式 1,100,000 円 

備品購入費   1 式 400,000円 

基 金 の 

積 立 計 画 

計画年（年度） 積 立 額 

１年目（令和 2年度） 350,000円 

２年目（令和 3年度） 400,000円 

３年目（令和 4年度） 400,000円 

積 立 金 計 1,150,000 円 

基金の状況 

申請時基金総額 （A） 0円 

本年度積立額 （B） 350,000円 

本 年 度 末 

基 金 保 有 額 
（A）+（B） 350,000円 

 



 

様式第１５号（第１６条関係） 

令和 2年 9 月 30日 

 

 香美町長 様 

申請者  住 所 香美町香住区香住 870-1   

団 体 名 香美町まちづくり協議会  

代表者名 会長 香美 太郎 ㊞   

 

香美町まちづくり協議会活動助成金基金積立変更承認申請書 

 

 令和元年４月１日付け、香企第 1号で承認のあった香美町まちづくり協議会活

動助成金基金積立金の内容を下記のとおり変更したいので、香美町まちづくり協

議会活動助成金交付要綱第１６条第１項の規定により、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。 

 

記 

 

１ 基金積立変更申請額  300,000円 

  既基金積立承認額  350,000円 

２ 基金積立変更申請額の助成金に占める割合 

本 年 度 助 成 金 額 （A） 1,300,000 円 

基金積立変更申請額 （B） 300,000円 

割合（30％以内） （B）/（A） 23.1％ 

３ 添付資料 

 香美町まちづくり協議会活動助成金基金積立変更計画書（様式第１６号） 

４ 変更理由 

 基金積立により実施予定の直売所開設事業の事業費の変更 

 



 

 

様式第１６号（第１６条関係） 

 

香美町まちづくり協議会活動助成金基金積立変更計画書 

 

１ まちづくり協議会名  香美町まちづくり協議会 

２ 基金積立変更計画 

変更後の予算額 1,450,000 円 

変更の内容 
直売所設置工事費の減額 

 1,100,000円 ⇒ 1,050,000円 

変 更 後 の 

基金積立計画 

計画年（年度） 既積立承認額 変更積立申請額 

１年目（令和２年度） 350,000円 300,000円 

２年目（令和 3 年度） 400,000円 400,000円 

３年目（令和 4 年度） 400,000円 400,000円 

積 立 金 計 1,150,000 円 1,100,000 円 

基金の状況 

申請時基金総額 （A） 0円 

本年度積立額 （B） 300,000円 

本 年 度 末 

基 金 保 有 額 
（A）+（B） 300,000円 

 



 

様式第１８号（第１７条関係） 

令和 2年 3 月 31日 

 

 香美町長 様 

申請者  住 所 香美町香住区香住 870-1   

団 体 名 香美町まちづくり協議会  

代表者名 会長 香美 太郎 ㊞   

 

香美町まちづくり協議会活動助成金実績報告書 

 

 令和元年４月１日付け、香企第 1号で交付決定通知のあった香美町まちづくり

協議会活動助成金に係る実績について、香美町まちづくり協議会活動助成金交付

要綱第１８条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 助 成 金 交 付 決 定 額  1,300,000 円 

２ 交 付 金 交 付 済 額  1,300,000 円 

３ 交 付 金 実 績 額  1,250,000 円 

４ 交付金残額（不用額）    50,000 円 

５ 添付書類 

 ⑴ まちづくり協議会活動助成金事業報告書（様式第１９号） 

 ⑵ 収支決算書（様式第２０号） 

 ⑶ その他活動内容が分かる資料（総会資料、広報誌、活動写真等） 

 

 



 

 

様式第１９号（第１７条関係） 

 

まちづくり協議会活動助成金事業報告書 

 

１ まちづくり協議会名  香美町まちづくり協議会 

２ 事業実施期間     令和 2年 4 月 1日から令和 3年 3月 31日まで 

３ 事業の実施報告 

事 業 名 実 施 時 期 事 業 概 要 
決 算 額 

うち助成金充当額 

協議会運営事業 

令和 2年 4 月 

～ 

令和 3年 3 月 

協議会の運営 

202,504円 

200千円 

地域交流事業 令和 2年 8 月 盆踊り大会の開催 
477,680円 

350千円 

防犯カメラ設置事

業 

令和 2年 6 月 

～ 

令和 2年 8 月 

●●区及び■■区公

民館への防犯カメラ

の設置 

682,000円 

400千円 

基金積立事業 令和 3年 3 月 
直売所設置のための

基金積立 

300,000円 

300千円 

   
円 

円 

※１ 枠内に収まらない場合は、任意の様式で作成してください。 

※２ 助成金充当額は千円単位で記載してください。 

 



 

様式第２０号（第１７条関係） 

 

収支決算書 

 

１ まちづくり協議会名  香美町まちづくり協議会 

２ 事業実施期間     令和 2年 4 月 1日から令和 3年 3月 31日まで 

３ 収入の部 

科 目 決 算 額 備 考 

町助成金 1,250,000 円  

防犯カメラ設置負担金 200,000円 @100千円×2地区 

区負担金 212,184円  

合 計 1,662,184 円  

４ 支出の部 

科 目 

決 算 額 

備 考 
 

うち 

助成金充当額 

協議会運営費 202,504円 200千円  

 会議費 44,850円 44千円  

 消耗品費 49,854円 49千円  

 HP管理費 107,800円 107千円  

地域交流事業 477,680円 350千円  

 消耗品費 98,594円 98千円  

 賄材料費 129,086円 102千円  

 報償費 100,000円 0千円 @5,000円×20人 

 備品借上料 150,000円 150千円  

防犯カメラ設置工事費 682,000円 400千円  

基金積立費 300,000円 300千円  

合 計 1,662,184 円 1,250千円  

※１ 収入と支出の合計は一致します。 

※２ 枠内に収まらない場合は、任意の様式で作成すること。 

※３ 助成金充当額は千円単位で記載してください。 
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